
 

 

基本使用料 

 

施設使用料                                （単位：円） 

      使用区分  

室名 

 

     （㎡） 

午 前 午 後 夜 間 全 日 延 長 

午前９時 午後１時 午後６時 午前９時  

～  ～  ～  ～  １時間 

正 午 午後５時 午後９時 午後９時  

実 習 室 ３,３００ ４,４００ ４,４００ １１,０００ １，１００ 

研 修 室 １ １,６５０ ２,２００ ２,２００ ５,５００ ５５０ 

研 修 室 ２ １,３２０ １,７６０ １,７６０ ４,４００ ４４０ 

Ｏ Ａ 室 １ ５,２８０ ７,０４０ ７,０４０ １７,６００ １,７６０ 

Ｏ Ａ 室 ２ ３,９６０ ５,２８０ ５,２８０ １３,２００ １,３２０ 

相 談 室 （ 和 室 ） ９９０ １,３２０ １,３２０ ３,３００ ３３０ 

体 育 館 １,９８０ ２,６４０ ２,６４０ ６,６００ ６６０ 

備 考 

  １ 午前と午後又は午後と夜間を通じて使用する場合の使用料は、それぞれの区分の使用料 

   を合算した額とする。 

  ２ 営利を目的とする催物の使用料については、上記使用料の１０割増しとする。 

  ３ やむを得ない事由により延長して使用する場合は、１時間の範囲内に限り、延長料金を 

   徴収する。 

  ４ 暖房を使用する場合は、別に定める暖房料を徴収する。 

 

 

暖房料                                 （単位：円） 

      使用区分  

室名 

 

     （㎡） 

午 前 午 後 夜 間 全 日 延 長 

午前９時 午後１時 午後６時 午前９時  

～  ～  ～  ～  １時間 

正 午 午後５時 午後９時 午後９時  

実 習 室 １,３２０ １,７６０ １,３２０ ５,２８０ ４４０ 

研 修 室 １ ６６０ ８８０ ６６０ ２,６４０ ２２０ 

研 修 室 ２ ６６０ ８８０ ６６０ ２,６４０ ２２０ 

Ｏ Ａ 室 １ ９９０ １,３２０ ９９０ ３,９６０ ３３０ 

Ｏ Ａ 室 ２ ９９０ １,３２０ ９９０ ３,９６０ ３３０ 

相 談 室 （ 和 室 ） ６６０ ８８０ ６６０ ２,６４０ ２２０ 

体 育 館 暖房を使用する場合、原則、１時間あたり２,４２０円を徴収 

 


